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資料２－２

関川直轄河川改修事業の事業再評価に関する
ご意見への対応について
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ご説明内容

Ⅰ 前回再評価時から事業費が増となった主な項目と要因について
Ⅱ 費用対効果の算出方法に関するご指摘への回答について
Ⅲ 関川直轄河川改修事業（関川改修、保倉川放水路整備）による

効果について
Ⅳ コスト縮減の取り組みについて
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Ⅰ

前回再評価時から事業費が増となった
主な項目と要因について

（１）気候変動を考慮した河川整備計画の変更内容
（２）事業費の変更内容
（３）事業費の主な変更要因



Ⅰ（１）気候変動を考慮した河川整備計画の変更内容（目標流量の引き上げ）

関川水系河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標を定める「関川水系河川整備計画」について、更なる治
水安全度向上のため、「河川整備基本方針の変更を踏まえた整備計画目標流量の変更」、「保倉川放水路流量の変更、
概略ルートに基づく放水路通水ルートを整備計画に位置付け」等の観点で、整備計画を変更予定。
これに伴い、関川の高田地点における目標流量は現行整備計画から600㎥/s増の3,200m3/sを河道への配分流量とし
ている。また、保倉川の松本地点における目標流量は現行整備計画から200㎥/s増の1,700m3/sとし、これを保倉川
放水路に900m3/s分派し、河道への配分流量を800m3/sとしている。
上記の目標流量引き上げに伴う河川改修事業の実施内容と事業費を盛り込んだ事業再評価について、令和5年12月の
第25回関川流域委員会で審議いただいた。

変更原案現行

令和5年12月 河川整備計画変更原案で提示平成21年3月策定策定（変更）時期

関川水系河川整備基本方針（変更）に基づいた河川整備
の当面の目標であり、その対象期間は、30年間とする。
(R6（2024）年度～R35（2053）年度)予定

関川水系河川整備基本方針に基づいた河川整備の当
面の目標であり、その対象期間は、概ね30年間とする。
（H21（2009）年度～R20（2038）年度）

対象期間

洪水による災害の発生の防止又は軽減を図るため、関
川、保倉川において気候変動後(2℃上昇時)の状況にお
いても、変更前河川整備計画（平成21年(2009年)3月策
定）での目標と同程度の治水安全度を概ね確保できる流
量を安全に流下させることを目標とする。

本支川の治水安全バランスを考慮して本川関川の戦後
最大洪水に相当する規模の洪水を本支川ともに安全に
流下させることを整備の目標とする。整備目標

流量配分図

日 本 海

松本 ■

高田 ■ 2,600m3/s

関
川 800m3/s保倉川

保倉川
放水路
700m3/s

飯
田
川

日 本 海

松本 ■

高田 ■ 3,200m3/s

関
川 800m3/s保倉川

保倉川
放水路
900m3/s

飯
田
川

※松本地点目標流量
（放水路無しの場合）
1,500㎥/s

※松本地点目標流量
（放水路無しの場合）
1,700㎥/s
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Ⅰ（１）気候変動を考慮した河川整備計画の変更内容（事業期間）

関川

H21 R5 R6 R20 R35

保倉川
放水路

現行河川整備計画策定当初（Ｈ２１）は、Ｈ２１からＲ２０までの３０年間で、事業の実施を想定していた。
前回（Ｒ４）再評価時は、事業期間の変更はなく、関川は現行河川整備計画の河道配分流量（基準地点高田2,600㎥/s）
に対応した河道掘削が概成、保倉川放水路（700㎥/s）は残期間内で整備、完了を想定し事業再評価を実施。
今回（Ｒ５）再評価時においては、気候変動を考慮した河川整備計画の変更に伴い、新たにＲ６～Ｒ３５までの３０年
間で、関川は気候変動を考慮した流量増分（基準地点高田3,200㎥/s）に対応した河道掘削、保倉川放水路は流量増分を
含む新たな目標流量（900㎥/s）に対応した整備を想定。

河道掘削（高田2,600㎥/s）、堤防整備

河道掘削（高田3,200㎥/s）

保倉川放水路（900㎥/s）

H21.3
整備計画
策定当初

R5.12
事業再評
価時
（整備計画
変更原案）

R4.11
事業再評
価時

関川

保倉川
放水路

関川

保倉川
放水路

河道掘削（高田2,600㎥/s）、堤防整備

保倉川放水路（700㎥/s）

保倉川放水路（700㎥/s）
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事業費変更比較表

将来の気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更を踏まえ、気候変動下においても現行河川整備計画の目標治水安全
度を維持したうえで、整備目標流量を引き上げること（流量増）に伴い、 これを安全に流下させるため関川本川の河道
掘削や保倉川放水路の事業費の変更が必要となった。
以上より、変更河川整備計画（原案）の事業費は、関川、保倉川全体で約1,663億円となった。

【変更河川整備計画 原案】
今回事業再評価（R5年度）

【現行の河川整備計画】
前回事業再評価（R4年度）

単位工種費目区分

全体事業
（R6～R35年度末）

残事業
（R5～R20年度末）

全体事業
（H21～R20年度末）

事業費変更の主な内容

【参考】
前回事業再評価

残事業からの増減額
（百万円）
③＝②-①

金額
（百万円）

②

数量
金額

（百万円）
①

数量
金額

（百万円）
数量

77,612103,733126,121128,9971式工事費

68,25982,480114,221117,0971式本工事費

・目標流量の引き上げ（流量増）に伴う河道掘削箇所・数量
の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

24,37225,3262,1269541362,259173千m3関川本川
河道掘削

000001561箇所水防拠点
000001,3685,970m浸透対策
00000471式情報通信

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
掘削土砂量の増
・地質調査により確認された軟弱土対策に伴う増
・塩水浸透対策による矢板長増に伴う増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

43,88757,154113,267113,2671式
保倉川
放水路

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
橋梁等附帯施設の施工量の増
・地質調査により確認された軟弱土による基礎杭の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

9,35321,253111,900111,9001式附帯工事費

-9758,19519,17019,1701式用地費及補償費
・地価公示価格の最新情報の精査による減-1,3044,28615,59015,5901式用地費
・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
補償家屋数の増

3293,90913,58013,5801式補償費

22,10426,67014,56617,6831式間接経費
21,96827,74715,77917,8441式工事諸費

120,709166,345145,636153,6941式事業費 計
➔約1,663億円

Ⅰ（２）事業費の変更内容（事業費変更比較表）
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事業費変更比較表

関川直轄河川改修事業の事業費（建設費）は、①河川改修に要する直接的な費用（現地の工事及び用地及補償費）、
②河川改修に要する間接的な費用（間接経費、測量設計に要する費用等）、③河川改修実施のための事務費用（工事諸
費）の合計からなる。
前回評価時から今回評価時において、①河川改修に要する直接的な費用について、社会的要因の変化及び現場条件の変
化等による事業費の変更が生じた。

【変更河川整備計画 原案】
今回事業再評価（R5年度）

【現行の河川整備計画】
前回事業再評価（R4年度）

単位工種費目区分

全体事業
（R6～R35年度末）

残事業
（R5～R20年度末）

全体事業
（H21～R20年度末）

事業費変更の主な内容

【参考】
前回事業再評価

残事業からの増減額
（百万円）
③＝②-①

金額
（百万円）

②

数量
金額

（百万円）
①

数量
金額

（百万円）
数量

77,612103,733126,121128,9971式工事費

68,25982,480114,221117,0971式本工事費

・目標流量の引き上げ（流量増）に伴う河道掘削箇所・数量
の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

24,37225,3262,1269541362,259173千m3関川本川
河道掘削

000001561箇所水防拠点
000001,3685,970m浸透対策
00000471式情報通信

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
掘削土砂量の増
・地質調査により確認された軟弱土対策に伴う増
・塩水浸透対策による矢板長増に伴う増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

43,88757,154113,267113,2671式
保倉川
放水路

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
橋梁等附帯施設の施工量の増
・地質調査により確認された軟弱土による基礎杭の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

9,35321,253111,900111,9001式附帯工事費

-9758,19519,17019,1701式用地費及補償費
・地価公示価格の最新情報の精査による減-1,3044,28615,59015,5901式用地費
・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
補償家屋数の増

3293,90913,58013,5801式補償費

22,10426,67014,56617,6831式間接経費
21,96827,74715,77917,8441式工事諸費

120,709166,345145,636153,6941式事業費 計
➔約1,663億円

Ⅰ（２）事業費の変更内容（事業費積み上げの内訳）

①河川改修に要する直接的な費用
→直接経費（工事費、用地及補償費）約1,119億円

②河川改修に要する間接的な費用
→間接経費（測量設計に要する費用等）約267億円

保倉川放水路
約866億円（＋523）

保倉川放水路
約343億円

関川
約253億円（＋215）

関川
約38億円
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③河川改修実施のための事務費用等
→工事諸費（①と②の計の約20％）約277億円



Ⅰ（２）事業費の変更内容（事業費変更の内訳）

◆関川直轄河川改修事業 事業費

全体（直接経費＋間接経費＋工事諸費）約５３７億円 → 約１，６６３億円（増約１，１２６億円）
うち（直接経費＋間接経費） 約４５９億円 → 約１，３８６億円（増約 ９２７億円）
うち（直接経費） 約３８２億円 → 約１，１１９億円（増約 ７３７億円）

◆事業費（直接経費）の変更額
①目標流量の引き上げに伴う施工数量の増 関川 増約 １１５億円

保倉川放水路 増約 ５８億円

②現地地質調査で確認された軟弱土対策による増 保倉川放水路 増約 １８５億円

③塩水浸透対策による増 保倉川放水路 増約 ５３億円

④人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増 関川・保倉川放水路 増約 ３３７億円

⑤その他（地価公示価格の最新情報の精査による減
及び 目標流量の引き上げに伴う補償家屋数の増） 保倉川放水路 減約 １０億円

計 増約 ７３７億円

※端数処理の関係で合計が合わない場合がある。

関川直轄河川改修事業の事業費について、平成21年の現行河川整備計画策定時から令和5年評価時までの社会的要因の
変化及び現場条件の変化等を踏まえ、事業費（河川改修に要する直接的な費用（現地の工事及び用地及補償費）→直接
経費）の変更要因を確認したところ、以下の５点の変更要因が生じた。
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な幅を確保
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現況（R1測量）
整備計画河道（イメージ）

既設の護岸

現行整備計画の河道配分流量に
対応した掘削完了済み（黒太線）

■関川の掘削土量増大と護岸整備等 【約１１５億円増】

気候変動を踏まえた河道への配分流量引き上げに対応した河道掘削計画について概略検討を行った結果、現行河川整備
計画で整備済みの河川断面からさらに追加で掘削を行う必要性が生じた。併せて、洪水による侵食等から堤防を防護す
るための護岸について、掘削に伴い既設護岸の撤去、新たな護岸整備が必要となる箇所が生じた。

○目標流量と掘削土量

Ⅰ（３）事業費の主な変更要因 ①目標流量の引き上げに伴う施工数量の増

堤防防護に必要
な幅を確保

掘削断面イメージ（9.40k）○関川横断図

現行河川整備計画で整備済みの
河川断面から、
気候変動対応として、追加で掘削
が必要

変更河川整備計画（R5）現行河川整備計画（H21）

3,200m3/s（＋600m3/s）2,600m3/s河道への配分流量関川

基準地点
高田

2,126千m3（＋1,990千m3）136千m3掘削土量

撤去約4.6km、整備約2.1km整備箇所無し護岸

追加掘削に伴い、既設護岸の撤去
が必要

掘削後に、洪水から堤防を防護する
ために必要な河川敷幅（堤防防護ラ
イン）を確保できない箇所では、新た
に護岸整備が必要
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■放水路の掘削量の増【約２億円増】

現行河川整備計画の保倉川放水路流量700㎥/sに対応した川幅は約100ｍを想定していたが、気候変動を踏まえた放
水路流量の引き上げ（900㎥/s）に対応した放水路の概略検討を行った結果、放水路の川幅（HWL幅）は0.4k地点で
約115mに拡大する必要性が生じ、これに伴う放水路全体の必要幅の拡大が生じた。これにより、放水路の掘削に伴
い発生する土砂量が増となった。

○放水路横断図（０．４ｋ）

Ⅰ（３）事業費の主な変更要因 ①目標流量の引き上げに伴う施工数量の増

約１１５ｍ（HWL幅）

約１００ｍ（HWL幅）

変更河川整備計画（R5）現行河川整備計画（H21）

1,990千m3（＋60千m3）1,930千m3掘削土量

気候変動を踏まえた放水路流量の引き上げ
（900㎥/s）に伴う放水路川幅（HWL幅）の拡大
及びこれに伴う放水路全体の必要幅の拡大

9

放水路全体の必要幅



基礎杭

橋梁

放水路

杭長増

杭本数増

支持層

約１００ｍ（HWL幅）

約１１５ｍ（HWL幅）

現地地質調査結果よ
り、軟弱地盤層が当
初想定よりも厚く分布
することが確認された
ため、構造物を支える
基礎（杭や地盤改良）
の施工数量が増

■附帯施設（橋梁）の橋長、基礎工数量増の変更 【約５６億円増】

■ 橋梁イメージ図

Ⅰ（３）事業費の主な変更要因 ①目標流量の引き上げに伴う施工数量の増
②現地地質調査で確認された軟弱土対策による増

軟弱地盤層
（粘性土層）

気候変動を踏まえた放水
路流量の引き上げ（900
㎥/s）に伴う放水路川幅
（HWL幅）の拡大及びこ

れに伴う放水路全体の必
要幅の拡大
→ 橋長の増

放水路整備に伴い、附帯工事として新たに放水路に橋梁等附帯施設の整備が必要となる。
放水路ルートの地質状況について、現行整備計画策定当時は限られた地質情報に基づき地質状況を想定し、放水路
を含む事業費を算出していた。令和元年以降、放水路ルート上で網羅的に地質調査を実施し地質状況を確認した結
果、現行河川整備計画策定当時の想定よりも地中に軟弱地盤層が厚く分布し、橋梁基礎杭を設置する目安となる支
持層も想定よりも深い位置で確認された。
これらを踏まえ、橋梁等附帯施設の概略検討を行った結果、現地地質状況を踏まえ基礎（杭や地盤改良）の設置費
用が増となった。また、橋梁については気候変動を踏まえた放水路流量の引き上げ（900㎥/s）に対応した川幅、及
び放水路全体の必要幅の増大に伴い、橋長が増となった。

10



日本海

Ⅰ（３）事業費の主な増要因 ②現地地質調査で確認された軟弱土対策による増

■軟弱土対策（土質改良）の追加 【約１８５億円増】

令和元年以降、放水路ルート上で網羅的に地質調査を実施し地質状況を確認した結果、放水路の中上流部の全川に
わたって粘性土（非常にやわらかい土）が分布していることが判明した。
これらを踏まえ概略検討を行った結果、放水路整備に伴い発生する掘削土をダンプトラック等により有効活用先へ
運搬する際、軟弱土対策として土質改良（セメント等を混ぜて土を固める）が必要となった。

■土質改良イメージ

非常にやわらかく

運搬できない土
固まることにより

運搬可能となる

セメント等
を混ぜる

下流部（砂丘部） 放水路中・上流部（No4～分派部）

▽計画河床高

No0 No4
No14

分流堰

粘性土分布
砂質土分布

○放水路地質縦断図

○放水路平面図（ 掘削範囲、 粘性土（非常にやわらかい土）の範囲）

11



■環境調査結果・塩水浸透解析を踏まえた護岸の規格・構造変更【約５３億円増】

令和元年以降、放水路概略ルート周辺で環境調査及び地下水観測等を実施。放水路の現在の概略検討では平常時は放水
路内に塩水が存在することを想定しているが、これら調査結果を踏まえ放水路周辺部への塩水浸透有無について解析を
実施。
塩水浸透解析の結果、放水路周辺部への塩水浸透防止対策の必要性が生じたため、護岸の概略検討を行い洪水時に堤防
を防護するための護岸の機能に加えて、塩水浸透防止機能を兼ねた護岸の規格・構造に見直しを行う必要性が生じた。

放水路横断図

矢板長L=２０m超

難透水層（Ac2）

軟弱粘性土層

砂丘部におけるCl-濃度断面図（左：放水路整備後無対策、右：矢板浸透対策実施（難透水層まで矢板貫入））

矢板延長約24m

地下水位
約4.5～6.5m

地下水位
約4.5～6.5m

現行河川整備計画（H21） 変更河川整備計画（R5）

放水路横断図

矢板長L=１０m程度

Ⅰ（３）事業費の主な増要因 ③塩水浸透対策による増

護岸（矢板）に塩水浸透防止機能を追加
→矢板長を鉛直下向に増、矢板の規格・構造の変更

現行河川整備計画では堤防防護のため
の護岸機能のみを想定
→塩水が放水路周辺部へ浸透

矢板の規格・構造の変更により、
放水路周辺部への塩水浸透を防止

12



Ⅰ（３）事業費の主な増要因 ④人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

前回評価時（H21年）に比べ今回評価時（R5年）においては、労務価格等は約1.8倍、資材価格（鋼矢板）は約1.7倍
にそれぞれ上昇した。また消費税率はH21年の5%からR5年は10%に増加した。
これら人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる事業費の増が生じた。

備考増額変更河川整備計画（R5）現行河川整備計画（H21）

労務単価等の上昇約111億円約1.8倍1.0労務価格等

資材単価上昇約124億円約1.7倍（鋼矢板）1.0資材価格

消費税を考慮、消費税の増約102億円10％未考慮（５％）消費税

・労務単価の推移

■人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増 【約３３７億円増】

出典：国土交通省（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001724088.pdf）
13

・資材価格（鋼矢板）の推移
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80,000

100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000

H21 R5

（円／t）

約1.8倍
約1.7倍

出典：一般財団法人建設物価調査会 建設物価



Ⅱ

費用対効果の算出方法に関する
ご指摘への回答について

（１）総便益（Ｂ）、総費用（Ｃ） 現在価値化の必要性
（２）費用対効果（費用対便益）の算出

14



５．事業の投資効果 （１）費用対効果分析 ①算出の流れ、方法

総便益（B）は、評価対象期間における年平均被害軽減期待額の総和に、評価対象期間終了時点における残存価値を加算し、

算定。

総費用（C）は、事業着手から完了までの整備期間における建設費に、評価対象期間内における維持管理費を加算し、算定。

想定氾濫区域の設定

想定被害額の算出

年平均被害軽減期待額

総便益（B）の算出

総便益（B）
●氾濫計算
計画規模の洪水及び発生確率が異なる数洪水を
選定して氾濫シミュレーションを実施し、想定氾濫
区域を求める（発生確率1/2.6、1/10、1/20、1/30、
1/50、1/70、1/100で実施）

氾濫シミュレーション結果に基づき、流量規模別
の想定被害額を算出

●直接被害
・一般資産被害
（家屋、家庭用品、事業所資産等）
・農作物被害
・公共土木施設被害

●間接被害
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用

●被害軽減額
事業を実施しない場合と事業を実施した場合の
差分

●年平均被害軽減期待額
確率規模別の被害軽減額にその洪水の生起確
率を乗じて、計画対象規模（1/100）まで累計する
ことにより算出

事業期間に加え、事業完了後50年間を評価対象
期間として、年平均被害軽減期待額に残存価値
を加えて総便益（B）とする。

総費用（C）の算出

総費用（C）

費用対効果（B/C）の算出
※便益、費用は年4％の割引率を用いて現在価値化している。
※表示桁数の関係で、合計値が一致しないことがある。

総事業費（建設費）の算出

維持管理費の算出

残存価値の算出

●残存価値
構造物以外の堤防および低水路と護岸等の構
造物、用地についてそれぞれ残存価値を算出

＋

＝
＋

＝

●総事業費（建設費）の算出

事業着手から完了までの整備期間における総事
業費（建設費）を算出

■全体事業

総事業費＝ 819億円

●維持管理費の算出
事業着手時点から治水施設完成後、
評価対象期間（整備期間＋50年間）の維持管理
費を算出。
（堤防の除草等の維持管理費、定期点検費用
等）
■全体事業

維持管理費＝ 5億円

●総費用（Ｃ）の算出
■全体事業

総費用（Ｃ）＝ 総事業費＋維持管理費
＝ 824億円

第25回関川流域委員会
資料に一部追記

事業費（建設費）
※税抜き（工事費、間接経費）、
評価時点価格に現在価値化

事業費（建設費＋維持管理費）※＝ 総費用（Ｃ）
※税抜き（工事費、間接経費、維持管理費）、

評価時点価格に現在価値化

年便益の評価対象期間における総和※ ＋ 残存価値※ ＝ 総便益（Ｂ）
※評価時点価格に現在価値化

15



Ⅱ（１）総便益（Ｂ）、総費用（Ｃ） 現在価値化の必要性

同じ額面の商品（金銭）でも受け取る時点によって価値が異なる（一般に早く受け取る方が価値が高い）。
このような考え方に基づき、費用便益分析では、便益や費用を現在の価値として統一的に評価するため、将来または
過去における金銭の価値を現在の価値に換算する必要がある。
上記を踏まえ、治水施設の整備及び維持管理に要する総費用（Ｃ）と、治水施設整備によってもたらされる総便益
（Ｂ）（被害軽減）を現在価値化して費用対効果Ｂ／Ｃを算出している。
令和5年12月の関川直轄河川改修事業の事業再評価においては、令和6年度以降の新たな30年間の事業に対する費用
対効果について評価を行うため、総費用（Ｃ）及び総便益（Ｂ）ともに社会的割引率により現在価値化を行っている。

用語の定義 現在価値化の考え方

『治水経済調査マニュアル（案）』令和2年4月 国土交通省水管理・国土保全局 16



Ⅱ（１）総便益（Ｂ）、総費用（Ｃ） 現在価値化の必要性

国土交通省 令和２年度 第１回公共事業評価手法研究委員会（令和２年６月２６日開催） 資料２より引用

事業再評価では、年4％（社会的割引率）の割合で将来価値を現在価値に割り引く手法を用いている。
→（例）「現在の1億円」は「10年後には約68百万円」に換算される。 17



事業費変更比較表（表2-2）

将来の気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更を踏まえ、気候変動下においても現行河川整備計画の目標治水安全度
を維持したうえで、整備目標流量を引き上げる（流量増） ことに伴い、 これを安全に流下させるため、関川本川の河道掘削や保
倉川放水路の事業費の変更が必要となった。
以上より、変更河川整備計画（原案）の事業費は、約1,663億円となった（表2-2）。

【変更河川整備計画 原案】
今回評価（R5年度）

【現行の河川整備計画】
前回事業再評価（R4年度）

単位工種費目区分

全体事業
（R6～R35年度末）

残事業
（R5～R20年度末）

全体事業
（H21～R20年度末）

備考

【参考】
前回事業再評価

残事業からの増減額
（百万円）
③＝②-①

金額
（百万円）

②

数量
金額

（百万円）
①

数量
金額

（百万円）
数量

77,612103,733126,121128,9971式工事費

68,25982,480114,221117,0971式本工事費

・目標流量の引き上げ（流量増）に伴う河道掘削箇所・数量
の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

24,37225,3262,1269541362,259173千m3関川本川
河道掘削

000001561箇所水防拠点
000001,3685,970m浸透対策
00000471式情報通信

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
掘削土砂量の増
・地質調査により確認された軟弱土対策に伴う増
・塩水浸透対策による矢板長増に伴う増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

43,88757,154113,267113,2671式
保倉川
放水路

・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
橋梁等附帯施設の施工量の増
・地質調査により確認された軟弱土による基礎杭の増
・人件費や物価の上昇、消費税率の引き上げによる増

9,35321,253111,900111,9001式附帯工事費

-9758,19519,17019,1701式用地費及補償費
・地価公示の価格の最新情報による精査による減-1,3044,28615,59015,5901式用地費
・目標流量の引き上げ（流量増）による放水路拡幅に伴う
補償家屋数の増

3293,90913,58013,5801式補償費

22,10426,67014,56617,6831式間接経費
21,96827,74715,77917,8441式工事諸費

120,709166,345145,636153,6941式事業費 計

小員会資料より２．事業の概要 (４) 事業費の変更内容

➔約1,663億円

第25回関川流域委員会
資料に一部追記

事業費（建設費）
※現在価値化前、工事費、間接経費は税込み
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①事業を実施しなかった場合
【事業着手時点（令和5年度(2023年度)末時点）】

②事業を実施した場合
【事業完了時点（令和35年度(2053年度)末時点）】

５．事業の投資効果 （２）氾濫シミュレーション結果 全体事業の投資効果

河道掘削、保倉川放水路の整備等により、気候変動後(2℃上昇時)の状況においても、変更前の河川整備計画での目標と同程

度の洪水が発生した場合の氾濫被害が解消される（図5-1）

目標流量における浸水範囲（図5-1）

4,129被害総額（億円）

29,413被災人口（人）

7,865床上浸水世帯数（戸）

3,895床下浸水世帯数（戸）

1,694浸水面積(ha）

被害状況

0被害総額（億円）

0被災人口（人）

0床上浸水世帯数（戸）

0床下浸水世帯数（戸）

0浸水面積（ha）

被害状況

※上図は「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき、各氾濫ブロックで被害が最大となる破堤地点１箇所
からの想定氾濫区域及び浸水深を示しているものであり、この他にも破堤が想定される箇所は存在する。

第25回関川流域委員会
資料に一部追記

被害額
※現在価値化前

令和5年度末の河道
（変更河川整備計画に
基づく事業実施前）に、
変更河川整備計画の目
標流量が流下した場合
の氾濫シミュレーショ
ン結果

令和35年度末の河道
（変更河川整備計画に
基づく事業完了後）に、
変更河川整備計画の目
標流量が流下した場合
の氾濫シミュレーショ
ン結果
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Ⅱ（２）費用対効果（費用対便益）の算出

費用対効果（費用対便益）Ｂ／Ｃの算出は、事業再評価時点（令和5年度）を現在価値化の基準点とし、「治水施設
の整備期間（30年間）」と「治水施設の完成から50 年間まで」を評価対象期間としている。
そのうえで、「治水施設の完成に要する費用」と「治水施設の完成から50 年間の維持管理費」を現在価値化したも
のの総和から総費用（Ｃ）を、年平均被害軽減期待額を現在価値化したものの総和から総便益（Ｂ）をそれぞれ算出
している。

『治水経済調査マニュアル（案）』令和2年4月 国土交通省水管理・国土保全局

総費用、総便益算出の考え方

整備期間
（30年）

施設完成後の評価期間（50年）

評価時点
（t=0）
→令和5年度

事業完了
→令和35年度

事業完了から50年後
→令和84年度

総便益（Ｂ）
（現在価値化後）

総便益（Ｂ）
（現在価値化前）

総費用（Ｃ）
（現在価値化後）

総費用（Ｃ）
（現在価値化前）

20



Ⅱ（２）費用対効果（費用対便益）の算出

（様式集より）様式－５ 費用対便益（全体事業） →

【整備期間中の便益】
治水施設の整備期間を織り込んだ評価を行うために、整備
期間中における治水施設の整備によって便益が発生する場
合には、その便益の評価を適切に評価する。

→関川；河道掘削の進捗により徐々に効果発現を想定
保倉川放水路；暫定的な整備による効果発現を想定

総便益（Ｂ）
現在価値化後
約3,391億円

総費用（Ｃ）
現在価値化後

税抜後
約824億円

費用対効果（費用対便益）Ｂ／Ｃの算出は、事業再評
価時点（令和5年度）を現在価値化の基準点とし、「治
水施設の整備期間（30年間）」と「治水施設の完成か
ら50 年間まで」を評価対象期間としている。

そのうえで、「治水施設の完成に要する費用」と「治
水施設の完成から50 年間の維持管理費」を現在価値化
したものの総和から総費用（Ｃ）を、年平均被害軽減
期待額を現在価値化したものの総和から総便益（Ｂ）
をそれぞれ算出している。

便益 建設費 維持管理費 建設費＋維持管理費

赤枠
→現在価値化前

青枠
→現在価値化後

【整備期間中の維持管理費】
→関川、保倉川放水路；事業の進捗を踏まえた維持管理費を計上

21



５．事業の投資効果 （１）費用対効果分析 ③費用対効果の算定

河川改修事業の全体事業の総便益は3,391億円、総費用は824億円、Ｂ／Ｃは4.1。

●河川改修事業に関する総便益（Ｂ）

河川改修事業に係わる建設費及び維持管理費を計上

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い便益を算定

●河川改修事業に関する総費用（Ｃ）

●算定結果（費用便益比）

●感度分析
（全体事業）

資産工期事業費
項目

-10%+10%-10%+10%-10%+10%

3.74.54.33.94.63.7費用対便益

全体事業に対する総費用(Ｃ) 

819億円④建設費

5億円⑤維持管理費

824億円⑥総費用(④+⑤) 

便益の現在価値化の合計＋残存価値
Ｂ／Ｃ ＝

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計
＝ 4.1（全体事業）

全体事業に対する総便益(Ｂ) 

3,367億円①被害軽減効果

24億円②残存価値

3,391億円③総便益(①+②) 

※ 社会的割引率（年4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定
※ 表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある

第25回関川流域委員会
資料に一部追記

総便益（Ｂ）
※評価時点価格に現在価値化

事業費（建設費＋維持管理費）※＝ 総費用（Ｃ）
※税抜き（工事費、間接経費、維持管理費）、

評価時点価格に現在価値化

※費用対効果の算定に用いる事業費のうち、
工事費（本工事費・附帯工事費）、
間接経費及び維持管理費については、
消費税相当額を控除している。
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Ⅲ

関川直轄河川改修事業
（関川改修、保倉川放水路整備）

による効果について

（１）社会資本整備（関川直轄河川改修事業）による整備効果
（２）関川直轄河川改修事業による具体的な整備効果
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Ⅲ（１）社会資本整備（関川直轄河川改修事業）による整備効果

社会資本（インフラストラクチャ―（インフラ））整備による効果には、フロー効果とストック効果がある。
このうち、フロー効果は、公共投資の事業自体によって生産、雇用や消費といった経済活動が派生的に創り出され、短
期的に経済全体を拡大させる効果とされている。
また、ストック効果は、整備された社会資本が機能することで、整備直後から継続的かつ中長期にわたって得られる効
果である。ストック効果には、耐震性の向上や水害リスクの低減といった「安全・安心効果」や、生活環境の改善やア
メニティの向上といった「生活の質の向上効果」のほか、移動時間の短縮等による「生産性向上効果」といった社会の
ベースの生産性を高める効果がある。
関川直轄河川改修事業（関川改修、保倉川放水路整備）による整備効果は、フロー効果とともに、ストック効果のうち
「安全・安心効果」の発現が想定される。

※国土交通省総合政策局ホームページより引用した図に追記

関川直轄河川改修事業
（関川改修、保倉川放水路整備）

による整備効果

安全・安心効果
・洪水に対する安全性の向上、

水害リスクの低減

河川改修工事実施期間中の
・生産活動の創出
・雇用の誘発
・所得増加による消費の拡大

図 インフラのストック効果とフロー効果、関川直轄河川改修事業による整備効果
24



Ⅲ（２）関川直轄河川改修事業による具体的な整備効果

出典：治水経済調査マニュアル（案）（令和２年４月 国土交通省水管理・国土保全局）

関川直轄河川改修事業（関川改修、保倉川放水路整備）
の実施により、気候変動を考慮した現行河川整備計画を
上回る規模の洪水を安全に流下させることが可能となり、
外水（堤防決壊等による住宅地の浸水）による浸水被害
を防止できる。

これにより、洪水の氾濫による直接被害（家屋、家庭用
品、事業所、農漁家資産、農産物、公共土木施設等の浸
水被害）、及び間接被害（浸水した事業所、公共・公益
サービスの停滞、浸水後の応急対策、水害廃棄物の処理
等）の抑止効果発現が想定される。

上記について、右表ピンク色枠内の各項目の被害額を算
出し、事業再評価の便益に計上している。

ピンク色枠以外の項目（人命損傷、影響停止波及被害
（サプライチェーン）、精神的被害等）については、貨
幣換算は困難であるものの、治水事業実施による効果発
現が想定される。

洪水に対する安全性の向上、水害リスクの低減

① 洪水による直接被害、間接被害の防止効果
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①事業を実施しなかった場合
【事業着手時点（令和5年度(2023年度)末時点）】

②事業を実施した場合
【事業完了時点（令和35年度(2053年度)末時点）】

５．事業の投資効果 （２）氾濫シミュレーション結果 全体事業の投資効果

河道掘削、保倉川放水路の整備等により、気候変動後(2℃上昇時)の状況においても、変更前の河川整備計画での目標と同程

度の洪水が発生した場合の氾濫被害が解消される（図5-1）

目標流量における浸水範囲（図5-1）

4,129被害総額（億円）

29,413被災人口（人）

7,865床上浸水世帯数（戸）

3,895床下浸水世帯数（戸）

1,694浸水面積(ha）

被害状況

0被害総額（億円）

0被災人口（人）

0床上浸水世帯数（戸）

0床下浸水世帯数（戸）

0浸水面積（ha）

被害状況

※上図は「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき、各氾濫ブロックで被害が最大となる破堤地点１箇所
からの想定氾濫区域及び浸水深を示しているものであり、この他にも破堤が想定される箇所は存在する。

第25回関川流域委員会
資料より再掲
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５．事業の投資効果 （３）貨幣換算できない人的被害の算定（試行）

貨幣換算できない災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人口の変化について算定。

事業実施による効果発現時点において、変更河川整備計画目標規模の洪水が発生した場合、関川・保倉川流域では、災害時

要配慮者数が約10,000人、最大孤立者数が約11,700人（避難率40%）、電力停止による影響人口が約12,700人と想定されるが、

事業を実施した場合、災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人口はいずれも0人となる（表5-2、図5-3）。

各指標の対象及び算定条件（表5-2）

電力停止による影響人口最大孤立者数災害時要配慮者数指標

・浸水により停電が発生する住居等の居住者・浸水深30cm以上に居住する災害時要配慮者
・浸水深50cm以上に居住する災害時要配慮者以外

・浸水深0cmを上回る浸水区域
に居住する人口

対
象

・浸水深70cmでコンセントが浸水し、屋内配線が停電
する
・浸水深100cm以上で9割の集合住宅等において棟
全体が停電する
・残り1割の集合住宅等については、浸水深340cm以
上の浸水深に応じて、階数毎に停電が発生

・氾濫発生時における時系列孤立者数の最大値を
算出
・避難率は0％、40％、80％の3パターン

・高齢者（65歳以上）、障がい者、
乳幼児（7歳未満）、妊婦等人
口を算出

算
定
条
件

貨幣換算できない災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人口（図5-3）

10,008

0
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

事業を実施しなかった場合 事業を実施した場合

浸水区域内人口の災害時要配慮者数

解消

(人)

12,671

0
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

事業を実施しなかった場合 事業を実施した場合

電力停止による影響人口

解消

(人)

第25回関川流域
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Ⅲ（２）関川直轄河川改修事業による具体的な整備効果

洪水に対する安全性の向上、水害リスクの低減

② 河川改修（関川改修、保倉川放水路）の実施による内水被害の低減

保倉川において、新たに保倉川放水路へ洪水を分派することで、保倉川本川、関川本川の流量が低減する。
これにより、保倉川本川、関川本川の水位低下が可能となり、保倉川本川、関川本川沿川の既設排水樋門・樋管にお
いて、洪水時のゲート閉鎖時間が短縮され、内水被害低減効果を発現する。

日本海

保倉川

保倉川

関川

③合流後の関川流量の減少に
より水位が低下する。

関川本川の河道掘削によっても
水位が低下する。

④関川の水位低下により、保
倉川が流れやすくなり、水位が
低下する。

②保倉川の通過流量
が減少し、合流後の関
川流量が減少する。

①放水路整備により、
保倉川の通過流量が
減少する。

通過流量減少

合流量減少

関川の水位低下

放水路整備前流量
放水路整備後流量放水路整備による

洪水の分派

放水路整備前 洪水時水位

時刻

保倉川本川
河川水位
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■：既設排水樋門・樋管位置

樋門・樋管
ゲート

閉鎖水位

放水路整備後 洪水時水位

→ 流量減による水位低下で
樋門・樋管ゲート閉鎖時間
を短縮

→→ 内水被害を低減

樋門・樋管ゲート閉鎖時間

洪水時水位とゲート閉鎖時間（イメージ）保倉川本川の既設排水樋門・樋管位置図

←保倉川

←

関
川

水
位
低
下



Ⅲ（２）関川直轄河川改修事業による具体的な整備効果

洪水に対する安全性の向上、水害リスクの低減

② 河川改修（保倉川放水路）の実施による内水被害の低減

保倉川放水路の整備において、低平地を流下する支川潟川や既設排水路が新たに放水路へ流入した場合、これら沿川
からの排水がしやすくなり、内水被害低減効果を発現する。
また、支川潟川や既設排水路の放水路より西側の残流域も低平地となっているが、上流からの洪水の流入量が減少す
るとこれら沿川からの排水がしやすくなり、内水被害低減効果を発現する。

29

保倉川放水路右岸に位置する支川潟川や既設排水路等について、
新たに保倉川放水路へ流入した場合、
これら沿川からの排水がしやすくなり、内水被害低減効果を発現

支川潟川や既設排水路等について、新たに放水路
へ流入した場合、
放水路より西側の残流域では、上流からの洪水の
流入が減少し、これら沿川からの排水がしやすく
なり、内水被害低減効果を発現

標高（m）



Ⅳ

コスト縮減の取り組みについて
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

河道掘削により発生した土砂は、他の公共事業と連携し有効活用することで、土砂処理費のコスト縮減を図っている（図6-1）。

河口部に仮設水制を設置することで砂州形成を抑制し、砂州の除去作業を縮減している（図6-2） 。

河道内伐採・堤防除草処分費低減のため、肩掛け式から遠隔操縦式除草機械を用いた除草を実施している（図6-3）。

また、発生した伐採木・除草ロールを地元の住民や農業高校へ提供している（図6-4） 。

施工に当たっては、ICT技術を活用し、生産性向上や担い手確保に取り組んでおり、今後新たにBIM/CIMをはじめとしたDXの導

入、新技術や施工計画の見直し等代替案の検討により、さらなるコスト縮減や環境負荷軽減を図っていく（図6-5） 。

ドローンによる測量

ICTを活用した河道掘削
農業高校へ除草ロールの無償提供

伐採木の無償提供

養浜事業での活用（上越市柿崎区直海浜）

掘削土砂の有効活用（図6-1） 伐採木・除草ロールの無償提供
（図6-4）

ICT技術の活用（図6-5）

第25回関川流域委員会
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河口砂州形成の抑制（図6-2）

河口の仮設水制

肩掛け式での除草

堤防除草の効率化（図6-3）

遠隔操縦式除草機械での除草


